
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

建設産業課 

このことについては，別紙のとおり国土交通省から通知されているところですが，広

島県でも，国土交通省と同様の取り扱いとします。 

施工等に伴う①密閉空間，②密集場所，③密接場面という３つの密が極力回避される

とともに，やむを得ず必要な場合においてもその影響緩和のための対策が徹底されるよ

う適切な対応をよろしくお願いします。 


























